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２９ ９ １５

窓
口
で
納
税
相
談
を
し
て
く

だ
さ
い
。

滞
納
し
た
ら
延
滞
金
も

納
め
て
い
た
だ
き
ま
す

　
滞
納
す
る
と
、
本
来
納
め

る
税
額
の
ほ
か
に
、
延
滞
金

も
合
わ
せ
て
納
め
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
延
滞
金
は
、
滞
納
税
額
を

基
礎
に
、
納
期
限
の
翌
日
か

ら
起
算
し
、
納
付
日
ま
で
の

日
数
に
応
じ
て
計
算
し
ま

す
。
た
だ
し
、
延
滞
金
額
に

100
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
切
り
捨
て
ま
す
。ま
た
、

そ
の
金
額
が
１
千
円
未
満
で

あ
る
と
き
は
全
額
を
切
り
捨

て
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
収
納
課

市
立
総
合
病
院
で
外
来
受
診
時
の

乳
幼
児
一
時
預
か
り
を
始
め
ま
す

　
市
立
総
合
病
院
の
院
内
保

育
所
「
う
め
っ
こ
は
う
す
」

〈
河
辺
町
４
―
４
―
15
（
総

合
病
院
か
ら
徒
歩
１
分)

〉

で
、
当
院
外
来
患
者
さ
ん
の

お
子
さ
ん
の
一
時
預
か
り
を

始
め
ま
す
。

　
利
用
す
る
に
は
、
事
前
面

談
・
登
録
が
必
要
で
す
。
10

月
２
日
か
ら
事
前
面
談
等
の

受
付
を
開
始
し
ま
す
。

利
用
日
時
　
月
〜
金
曜
日
　

午
前
７
時
30
分
〜
午
後

６
時
30
分

※
祝
日
、
12
月
29
日
〜
１
月

３
日
を
除
く

対
象
　
当
院
外
来
受
診
者
を

保
護
者
と
す
る
生
後
57

日
〜
２
歳
児

定
員
　
先
着
２
人（
予
約
制
）

利
用
料
金
　
は
じ
め
の
１
時

間
ま
で
500
円
、
以
後
30
分

経
過
す
る
ご
と
に
250
円

※
い
ず
れ
も
税
抜
き

利

用

す

る

に

は

①
利
用
登
録
の
申
込
用
紙

（
当
院
管
理
課
で
配
布
、

総
合
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

も
可
）
を
、
管
理
課
庶
務

係
へ
提
出
し
、
面
談
日
を

◇

一

般

競

争

入

札

◇

日 

時
・
会
場
　
10
月
13
日
（
金
）　

午
前
９
時
30
分
か
ら
・
市
役

所
２
階
205
会
議
室

保 

証
金
　
入
札
前
に
見
積
額
の

100
分
の
３
以
上
の
金
額
を

納
入

参 

加
申
込
受
付
期
限
　
９
月
29

日
（
金
）　
午
後
５
時
15
分

※
郵
送
の
場
合
は
29
日
必
着

売 

却
物
件
概
要
　
下
表
参
照

そ 

の
他
　
詳
細
は
応
募
要
領
参

照
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
▽
地
盤

調
査
等
は
行
っ
て
い
ま
せ

ん
。
現
地
に
立
ち
入
り
た
い

場
合
は
総
務
課
へ

応 

募
要
領
の
配
付
、
申
し
込
み
　

総
務
課
管
財
係
（
市
役
所
５

階
）

所在地 地目 実測面積 最低売却価格

１ 大門１丁目３６２番２ 雑種地 ９１５．１４㎡ ８,４００万円

２ 梅郷６丁目１４２７番１ 畑 ７３８．９０㎡ ３,８５０万円

３ 東青梅５丁目１８番４０ 宅地 １,６８６．７８㎡ １８,２００万円

◇売却物件概要

口
座
振
替
の
ご
利
用
を

　
市
税
・
国
民
健
康
保
険
税

は
、
そ
れ
ぞ
れ
納
期
限
が
決

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
決
め
ら

れ
た
納
期
限
ま
で
に
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。
自
動
的
に
納

税
で
き
る
口
座
振
替
の
利
用

を
お
勧
め
し
ま
す
。

納
期
限
ま
で
に
税
金
が

納
め
ら
れ
な
い
場
合
は

　
い
ろ
い
ろ
な
事
情
に
よ
り

納
期
限
ま
で
に
市
税
・
国
民

健
康
保
険
税
を
納
め
ら
れ
な

い
場
合
は
、
そ
の
ま
ま
に
せ

ず
、
収
納
課
に
事
前
に
電
話

で
連
絡
の
う
え
、
印
鑑
、
納

税
通
知
書
、
納
付
が
困
難
な

事
情
を
説
明
で
き
る
資
料
、

本
人
確
認
書
類
を
お
持
ち
に

な
り
、
収
納
課
窓
口
（
市
役

所
１
階
）
で
納
税
相
談
を
し

て
く
だ
さ
い
。

滞

納

し

た

場

合

は

　
決
め
ら
れ
た
納
期
限
ま
で

に
市
税
・
国
民
健
康
保
険
税

を
納
め
な
い
こ
と
を
滞
納
と

い
い
ま
す
。

　
滞
納
す
る
と
、
督
促
状
や

催
告
書
な
ど
で
納
税
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も

納
め
て
い
た
だ
け
な
い
場
合

納
期
内
納
税
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

は
、
納
期
限
ま
で
に
納
め
た

方
と
の
公
平
性
を
保
つ
た

め
、
や
む
を
え
ず
滞
納
し
て

い
る
方
の
財
産（
銀
行
預
金
、

給
料
、
動
産
、
不
動
産
な
ど
）

を
差
し
押
さ
え
、
こ
れ
ら
の

財
産
を
処
分
し
て
滞
納
し
て

い
る
税
に
充
て
る
滞
納
処
分

を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
督
促
状
や
催
告
書
が
お
手

元
に
届
い
た
場
合
は
、
そ
の

ま
ま
に
せ
ず
、
す
み
や
か
に

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
一
括
納
付
で
き
な

い
場
合
は
、
収
納
課
に
事
前

に
電
話
で
連
絡
の
う
え
、
印

鑑
、
督
促
状
や
催
告
書
、
納

付
が
困
難
な
事
情
を
説
明
で

き
る
資
料
、
本
人
確
認
書
類

を
お
持
ち
に
な
り
、
収
納
課

高
齢
者
住
宅

　「
青
梅
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
新
町
」

あ
き
室
入
居
者
募
集

　
市
で
は
、高
齢
者
住
宅「
青

梅
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
新
町
」
の

あ
き
室
入
居
者
を
募
集
し
ま

す
。

募
集
戸
数
・
形
式
　
１
戸
・

１
Ｋ

使
用
料
月
額
　
１
万
４
千
300

円
〜
２
万
８
千
200
円
（
所

得
に
応
じ
て
６
段
階
に

区
分
）

入
居
予
定
　
平
成
30
年
１
月

所
在
地
　
新
町
３
―
54
―
17

募
集
基
準
日
　
29
年
10
月
１

日
申
込
者
の
資
格
　
次
の
す
べ

て
に
該
当
す
る
方

①
募
集
基
準
日
に
年
齢
が
65

歳
以
上
（
昭
和
27
年
10

月
２
日
以
前
の
生
ま
れ
）

で
、
現
に
ひ
と
り
で
生
活

し
、
入
居
後
も
単
身
生
活

を
営
む
こ
と

②
市
内
に
３
か
月
以
上
住
所

を
有
し
て
い
る
こ
と

③
現
に
住
宅
に
困
っ
て
い

て
、
住
宅
の
確
保
が
必
要

で
あ
る
こ
と

④
健
康
で
、
自
立
し
た
日
常

生
活
を
営
む
こ
と
が
で

き
る
こ
と

⑤
年
間
の
所
得
が
256
万
８
千

円
以
内
で
あ
る
こ
と
（
申

し
込
み
時
に
平
成
28
年

中
の
所
得
が
証
明
で
き

る
も
の
を
提
出
）

⑥
入
居
が
決
定
し
た
場
合
、

市
で
定
め
る
手
続
き
が

で
き
る
こ
と
（
保
証
人
の

選
出
な
ど
）

⑦
市
税
等
に
つ
い
て
、
納
期

を
経
過
し
た
分
を
完
納

し
て
い
る
こ
と

申
し
込
み
の
注
意
　

▽
高
齢
者
住
宅
は
居
住
専
用

で
す
。
営
業
行
為
は
で
き

ま
せ
ん
。

▽
ペ
ッ
ト
を
飼
う
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

▽
都
営
住
宅
や
市
営
住
宅
、

公
社
・
Ｕ
Ｒ
賃
貸
住
宅
に

入
居
し
て
い
る
方
は
、
原

則
と
し
て
申
し
込
み
が

で
き
ま
せ
ん
。

▽
申
し
込
み
に
お
い
て
、
虚

偽
事
実
が
判
明
し
た
と

き
は
、
一
切
の
資
格
を
無

効
と
し
ま
す
。

▽
入
居
に
あ
た
っ
て
は
、
抽

選
に
よ
る
選
考
は
行
わ

ず
、
ポ
イ
ン
ト
方
式
に
よ

り
、
住
宅
に
困
っ
て
い
る

度
合
い
の
高
い
高
齢
者

か
ら
入
居
者
を
決
定
し

ま
す
。

▽
詳
し
い
内
容
（
使
用
料
や

間
取
図
等
）
は
「
申
込
み

の
し
お
り
」
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

申
込
書
・
し
お
り
の
配
布
、

申
し
込
み
　
10
月
５
日

〜
13
日
に
住
宅
課
住
宅

係
（
市
役
所
５
階
）
へ

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
※
郵
送
で
の
申
し
込
み
は
で

き
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
　
住
宅
課
住
宅

係

市

有

地

の

売

却

10
月
１
日
か
ら
の

乳 
・
子 
の
医
療
証
を
送
付
し
ま
す

　
乳
幼
児
医
療
証
、
義
務
教

育
就
学
児
医
療
証
が
10
月
１

日
か
ら
更
新
に
な
り
ま
す
。

　
新
し
い
医
療
証（
び
わ
色
）

を
９
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す

の
で
、
10
月
１
日
以
降
は
新

市立総合病院の地域医療支援病院承認に伴う
選定療養費の負担について

　市立総合病院では、地域医療支援病院として都知事から承認されたことに
伴い、次に該当する場合に選定療養費を負担していただくことになりました。
　皆さんのご理解をお願いします。

▽  紹介状を持たない初診の患者…５，４００円
▽  他院への紹介の申し出を受けたものの引き続き受診した患者…２，７００円

※いずれも税込み
★地域医療支援病院とは…都道府県知事により承認された地域医療の中心と
なる病院で、紹介患者に対する医療提供や医療機器の共同利用等を通じて、
第一線の地域医療を担うかかりつけ医等を支援する能力を備えます。５００
床以上の地域医療支援病院は、選定療養費の徴収が義務化されています。
問い合わせ　総合病院医事課医事係☎２２－３１９１

し
い
医
療
証
を
医
療
機
関
に

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
有
効
期
間
の
過
ぎ
た
医
療

証
は
、
子
育
て
推
進
課
へ
返

却
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
健
康
保
険
証
、
住

所
等
が
変
わ
っ
た
場
合
は
、

変
更
の
届
け
出
が
必
要
で

す
。

　
現
在
、
医
療
証
を
お
持
ち

で
な
い
方
は
、
申
請
が
必
要

で
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
子
育
て
推
進

課
助
成
係

予
約
し
て
く
だ

さ
い
。

※
受
付
は
、
月
〜
金

曜
日
（
祝
日
、
12

月
29
日
〜
１
月

３
日
を
除
く
）
の

午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時
15

分
②
面
談
日
に
は
、
お

子
さ
ん
と
一
緒

に
院
内
保
育
所

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
面
談
の
結
果
に
よ
り
、
登

録
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

③
利
用
の
予
約
を
管
理
課
庶

務
係
で
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

※
利
用
希
望
日
の
１
か
月
前

か
ら
予
約
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
総
合
病
院

管
理
課
庶
務
係
☎
22
・

３
１
９
１


